
 

 

 

 
 
 

１、 ２００６年度の借入金最高限度額を５億円とします。 
 
 
２、 生協が金融機関その他から借り入れられる借入金最高限度額は、「生協法」の定

めにより、毎年総代会で決定しなければなりません。 
 

借り入れは極力避け、最小限度に止めることが基本ですが、万一の天災や不慮の

事故などに備えて借り入れの最高限度額を決めておきます。 

 
 
３、 ５年前から、京大生協は借入金最高限度額を５億円と決めてきました。 
 

現在京大生協は金融機関その他からの借り入れは行っていません。 

但し、商品や食材の仕入れ支払いの代行を委託している京都事業連合に対して、資金不足の際

には支払いの延納（支払いの先延ばし）を一時的に行っており、実質的な短期借り入れ状態が発

生しています。２００５年度はこの支払い延納額が最高時で一時的に１億５，０００万円になりまし

た。 

２００５年４月オープンの桂キャンパス福利棟施設への投資のため、全国大学生協連合会から３，

３００万円の設備融資を受けています。（２００６年２月２８日現在借入残高 ２，７５０万円） 
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